
令和 年　 月 日作成
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１　現状把握の部（DO）

100

ス ％ 100 100 100 100 100 100

⑦成果指標

100 100 100

シ ％ 100 100 100 100 100

サ ％ 100 100 100

198 198 198

ク 箇所 9 9 6 7 9 9

⑥対象指標

カ 件 645 629 711

41

ウ

⑤活動指標

645 645 645

キ 件 198 192 197

303 303 303

イ 回 41 41 41 41 41

ア 日 302 303 303

1,600
トータルコスト(A)＋(B) 千円 33,252 32,416 32,866 33,569 33,252 33,252

千円 1,600 1,600 1,600 1,680 1,600

2 2 2 2 2
延べ業務時間 時間 400 400 400 420 400 400

20,808 20,013 21,695 23,652 23,652
事業費計  （A） 千円 31,652 30,816 31,266 31,889 31,652 31,652

0 0 0 0 0
その他 千円 7,871 10,008 11,253 10,194 8,000 8,000

0 0 0 0 0
都道府県支出金 千円 0 0 0 0 0 0

投
入
量

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金 千円 0

一般財源 千円 23,781

人件費計  (B)

地方債 千円 0

人
件
費

正規職員従事人数 人 2

(2) 総事業費・指標等の推移
　　　　　　　年度
　単位 ２年度（実績） ３年度（実績） ４年度（実績） ５年度（目標） ６年度（目標） ７年度（目標）

％
④ 結果（基本事業の意図：上位の基本事業にどのように貢献するのか）
適正な火葬場の管理及び火葬が支障なく行われることで、公衆衛生が保たれる。

シ 動物炉使用件数/動物炉使用申請数 ％

ス 火葬炉修繕箇所数/火葬炉修繕予定箇所数 ％

③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）
ク 火葬炉修繕予定箇所数 箇所

申請どおりに火葬を執り行うことができる。
火葬場施設が良好な状態で使用される。

⑦ 成果指標（対象における意図の達成度を表す指標）

名称 単位

サ 普通炉使用件数/普通炉使用申請数

火葬場の利用者
火葬場施設 カ 普通炉使用申請数 件

キ 動物炉使用申請数 件

火葬場使用申請により、死体等及び動物の死骸を火葬する。
保守点検結果を基に施設の火葬炉を修繕する。洋式トイレにウオッシュレットを取り付ける。
火葬業務及び施設の維持管理は、指定管理者による。

ウ

⑥ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 名称 単位

0

死体等711件、動物197件の火葬を行った。また、施設の火葬炉、自動ドア装置、高架水槽の修繕を
行った。
指定管理者による施設の維持管理は、適切に実施された。

ア 火葬場稼動可能日数 日

イ 設備保守点検回数 回
今年度計画（今年度に計画している主な活動）

トータルコスト(A)＋(B) 0

(1) 事務事業の目的と指標

① 手段（主な活動） ⑤ 活動指標（事務事業の活動量を表す指標）

前年度実績（前年度に行った主な活動） 名称 単位

地方債

その他

一般財源

事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
全体計画（※期間限定複数年度のみ）

･亡くなられた方と最後のお別れをする場所としてふさわしい施設となるよう適切に管理する。
・普通炉３基、動物炉１基にて死体等と動物死骸の火葬を行う。
・火葬業務と施設の維持管理は、指定管理により業者委託している。
・事業費は指定管理者への委託料、施設の修繕費、光熱水費、保険料、消耗品費などに支出される。 総

投
入
量
　

（
千
円

）

事
業
費

財
源
内
訳

国庫支出金

都道府県支出金

事業費計  （A） 0

人
件
費

正規職員従事人数

延べ業務時間

人件費計  (B)

所
属

部課名 市民生活部市民環境課 【開始年度】

Ｅ　一般
課長名 鈴木　康代

- 年度～
係　名 環境衛生係 電話 0192-27-3111
担当者 金野　道程 内線 126

環境に配慮した生活の推進
※期間欄に開始年度を記入

根拠法令 墓地、埋葬等に関する法律、同施行規則、大船渡市火葬場条例、同施行規則 期　間 事務事業区分

事業

施策名 生活環境の保全
単年度繰返

01 04 01 06 0100
基本事業名

政
策
体
系

政策名 自然豊かな環境の保全と創造
事業期間 予算科目

区　分 会計 款

0081 5 9 19

（令和 4 年度実績）

事務事業ID
令和 5 年度 事務事業評価シート 

項 目

事務事業名 火葬場管理運営事業 ☑ 実施計画登載事業 ☐ 総合戦略登載事業
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２　評価の部（SEE）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

☐  見直し余地がある

☑  結びついている

☐  見直し余地がある

☑  妥当である

☐  見直し余地がある

☑  適切である

☐  向上余地がある

☑  向上余地がない

☐  影響がない

☑  影響がある

☐  削減余地がある

☑  削減余地がない

☐  削減余地がある

☑  削減余地がない

☐  見直し余地がある

☑  公平・公正である

４　課長等意見

１　現状維持

建設から約20年が経過していることから、施設の長寿命化を図る必要がある。代替機能の確保が難しい施設であることから適切な維
持管理を実施し、今後、大船渡市公共施設等個別施設計画のマネジメントに沿った計画的な施設及び設備の改修を行っていく。

低
下 × ×

(1) 今後の方向性 (2) 全体総括・今後の改革改善の内容

※(1)改革改善を実施した場合に期待できる成
果について該当欄に「●」を記入。
（現状維持の場合、コスト及び成果は「維持」）
（終了・廃止・休止の場合は記入不要）

維
持 ● ×

３　今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(PLAN)
(1) 改革改善の方向性 (2) 改革・改善による期待成果 (3) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策又は特記事項等

１　現状維持

建設から20年以上経過していることから、保守点検等に基づいた施設の維持管理に努めな
がら、今後は施設を計画的に改修する必要がある。コスト

削減 維持 増加

成
果

向
上

やり方を工夫して延べ業務時間を削減できない
か？成果を下げずにより正職員以外の職員や委
託でできないか？（アウトソーシングなど）

平成18年度から指定管理者制度により業務を実施しており、適正な事業費での運営であると考える。

公
平
性
評
価

⑧ 受益機会・費用負担の適正化余
地 ▽ 理由・内容

事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平
ではないか？受益者負担が公平・公正になって
いるか？

市外住民の使用料については、受益負担の観点から実費相当の負担が妥当と考え、令和３年４月から使用料を値上げした。また、
市内使用料についても、今後施設の維持管理に係る経費とのバランスを考慮し、現在のサービス維持のために必要であることから、
同時期に値上げした。

⑤ 廃止・休止の成果への影響 ▽ 理由・内容

事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と
その内容は？

市内には、他に火葬場施設がないことから、廃止・休止となれば市民及び市外利用者への影響も甚大である。

効
率
性
評
価

⑥ 事業費の削減余地 ▽ 理由・内容

成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕
様や工法の適正化、住民の協力など）

事業費は指定管理者への委託料と施設の保守及び修繕料、燃料費が主であり、削減の余地はない。

⑦ 人件費（延べ業務時間）の削減余
地

有
効
性
評
価

④ 成果の向上余地 ▽ 理由・内容

成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水
準とあるべき水準との差異はないか？何が原因
で成果向上が期待できないのか？

火葬等業務を含め、各種設備の保守点検等の委託業務が適正に行われ、また施設の修繕も計画的に実施しており、適切である。ま
た、火葬も利用者の申請どおりに執り行われている。

▽ 理由・内容

③ この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？
　亡くなられた方と最後のお別れをする場所であり、遺族にとっては、深い悲しみに包まれる特別な場所であることから、火葬従事者の言葉遣いや態度に配慮した言動が求められて
いる。市議会から、火葬場使用者の受益と負担の公平性を考慮し、火葬場使用料が適正な価格設定となるよう検討すべきとの提言を受け、令和３年４月１日より使用料を値上げする
条例改正を行った。

目
的
妥
当
性
評
価

① 政策体系との整合性 ▽ 理由・内容

この事務事業の目的は当市の政策体系に結びつ
くか？意図することが結果に結びついている
か？

火葬場施設を適切に管理することは、周辺地域の環境保全につながり、火葬が支障なく行われることで公衆衛生が保たれ、良好な
生活環境の確保に結びつく。

② 公共関与の妥当性 ▽ 理由・内容

なぜこの事業を当市が行わなければならないの
か？税金を投入して、達成する目的か？

火葬場の経営主体としては、国からの通知において、地方公共団体、宗教法人、公益法人等とするとされており、特にも自治体が経
営している場合が一般的である。

③ 対象・意図の妥当性 ▽ 理由・内容

対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充
すべきか？

火葬場の利用者が申請どおり火葬を執り行い、施設（火葬場）の適正な管理により支障なく火葬が行われることがこの事業の目的で
あり、対象・意図は適切である。

　おおふなと斎苑は、老朽化が著しかった旧火葬場の隣接地を拡張して平成10年6月に建設に着手し、平成11年7月に共用が開始された。

② 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は、開始時期あるいは前期基本計画策定時と比べてどう変わったのか？
　平成18年度から指定管理業者による施設運営が行われ、主に火葬業務や施設及び敷地の維持管理等を委託しており、現在3名体制で業務に従事しているほか、指定管理者が
再委託し実施している各種設備の保守点検等の立会いも行っている。
　旧施設と比較して敷地及び施設規模とも拡大されており、管理、運営のためには多くの人員と専門性を必要とする。
　火葬業務については、高齢化社会を迎え、また、ペットを飼育する家庭も増えていることから、普通炉、動物炉ともに使用件数が増加傾向にある。

事務事業ID 0081 事務事業名 火葬場管理運営事業

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か？いつ頃どんな経緯で開始されたのか？
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